
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電力供給に係る仕様書 

 

（京都市立小学校・中学校（下京区・東山区）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市教育委員会総務部学校事務支援室  
（担当：石井、西村 電話：０７５－８４１－３６８５）  

 

 
 
 



第１ 総則  
 

１ 趣旨 

本仕様書は、京都市立小学校・中学校（下京区・東山区）に係る電力の供給における契約

に基づく仕様書である。 

 

２ 用語の定義 

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。 

（１）この仕様書において、需要施設とは、当該契約における電力供給場所である、京都

市立小学校・中学校（下京区・東山区）をいう。 

（２）供給者とは、当該契約における需要施設への電力の供給を行う者をいい、本市と電

力供給契約を締結する、電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定義される小売電気事業者

をいう。 

（３）託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための、供給者と需要

施設の間の電線路（送電線、配電線、変電所など）を維持、及び運用する電気事業法

第 2 条第 1 項第 9 号に定義される、当該施設を自らの供給区域内とする一般送配電事

業者をいう。 

（４）電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。 

（５）電気主任技術者とは、電気事業法第 43 条に基づき選任された主任技術者をいい、当

該契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部長

に届出されている電気主任技術者をいう。 

（６）監督員とは、京都市契約事務規則第 39 条に規定する職員をいい、この契約において

京都市教育委員会総務部学校事務支援室に所属する職員をいう。 

（７）検査員とは、京都市契約事務規則第 46 条に規定する職員をいい、この契約において

京都市教育委員会総務部学校事務支援室長をいう。 

 

第２ 仕様概要等 

 

当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。ただし、文頭に

□や■のある項目については■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。 

 

１ 需要施設概要 

（１）対象建物      別添資料－１のとおり 

（２）需要場所      別添資料－１のとおり 

（３）業種及び用途    小学校・中学校（高圧電力ＡＳ） 

（４）電気主任技術者   別添資料－１のとおり 

 

 

 

 



２ 供給電力の仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、設備容量、蓄熱設備、発

熱設備契約受電設備等 

ア 電気方式               別添資料－１のとおり 

イ 標準電圧               別添資料－１のとおり 

ウ 計量電圧               別添資料－１のとおり 

エ 標準周波数              別添資料－１のとおり 

オ 受電方式               別添資料－１のとおり 

カ 設備容量               別添資料－１のとおり 

キ 蓄熱設備               別添資料－１のとおり 

（ア）蓄熱設備容量            別添資料－１のとおり 

（イ）蓄熱専用計量装置の計量電圧     別添資料－１のとおり 

ク 発電設備 

（ア）非常用発電設備           別添資料－１のとおり 

（イ）常用発電設備            別添資料－１のとおり 

ケ アンシラリーサービス料金対象容量   別添資料－１のとおり 

（２）契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力 

（ア）契約電力（常時電力）        別添資料－１のとおり 

（イ）契約電力（予備電力）        別添資料－１のとおり 

□ 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、

常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で、予備電線路により受電する。 

□ 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、

常時供給変電所以外の変電所から同位の電圧で、予備電線路により受電する。 

イ 予定使用電力量            別添資料－１のとおり 

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの使用量見込み 

（令和 7 年 4 月計量日から令和 8 年 4 月計量日の前日までの使用量見込み） 

ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、または下回

ることができるものとする。また、その予定使用状況については次の各電力使用

実績のとおりとする。 

（ア）各月の電力使用実績（最大需要電力、使用電力量）  別添資料－２のとおり 

（イ）自家発電設備停止時の補給電力使用実績       （なし） 

（３）契約期間 

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日 24 時まで 

（令和 7 年 4 月計量日から令和 8 年 4 月計量日の前日まで） 

（４）需給地点               別添資料－１のとおり 

□ 需要場所構内に本市が設置した引込高圧開閉器電源側接続点（引き込み） 

□ 需要場所周辺の託送者高圧区分開閉器負荷側接続点（出迎え） 

□ 需要場所における本市受電室内の託送者による地中引込線立上り接続点（地中化） 

（５）電気工作物の財産分界点 



需給地点に同じとする。 

（６）保安上の責任分界点 

需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は託送者の責任とする。 

（７）計量日及び計量 

ア 各月の計量日は供給者との協議によりあらかじめ定めた日とする。 

イ 計量期間は前月計量日の 0 時から当月計量日の前日の 24 時までとする。 

ウ 計量は供給者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。 

エ 計量日を 1 日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首及び期末の計量及

び計量期間の取り扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。 

（８）電気料金の算定期間 

電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定期間は、前月の計量

日から当該月の計量日の前日までの期間とする。ただし、計量日を 1 日以外の任意

の日に定めた場合、契約期間の期首から直後の計量日の前日までの期間、また直前

の計量日から契約期間の期末までの期間の取扱いについては協議によりあらかじめ

定めることとする。 

  

３ 一般事項 

（１）注記事項 

ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督員と

協議する。 

イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。 

ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その

承諾を得る。 

エ 供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督員の指示により、当該

関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。 

オ 供給者は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、

そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。 

（２）連絡体制 

供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後、

監督員に提出すること。 

ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表 

イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先 

ウ 協議窓口の所在地 

（３）報告 

供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約にか

かわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を

受けて調整を行う。 

なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。 

（４）検査 

ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければなら



ない。 

イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来

る。 

（５）資料の提供 

ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、

速やかに応じなければならない。 

なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。 

イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、

使用電力量等を書面で監督員に提出すること。 

なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。 

 （６）料金の請求及び支払いについて 

     本契約の料金の支払いは，本市が運用する「公共料金等一括支払」により支払う予

定である。 

ア 請求に当たっては，本市が指定する請求書及び電子データにより，本市行財政局

総務部総務事務センターに提出するものとする。詳細については，契約後別途供給

者と調整を行う。 

イ 本市は供給者からの請求を受領してから 30 日以内に料金を支払うものとする。 

 

４ その他 

（１）設備の状況及び変更等 

当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督

員、電気主任技術者、供給者及び託送者の 4 者によることとし、その決定については

4 者の合意によるものとする。 

（２）負担金等 

供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担につい

ては、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の工

事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業

に係る費用は、すべて供給者の負担とする。 

（３）取引用計量装置 

最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置（計器用変成器、積算電力量計、

遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む。）の設置、取替え、移

設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は本市の責に帰すべ

き事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保

安上の責任はすべて供給者とする。ただし、設置場所は需要施設の施設内を無償で貸

与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負担と

する。 

（４）送電の停止 

供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一

時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と充分な協議を行

い、監督員の承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該



需要設備への送電停止の際には、供給者は速やかに監督員、電気主任技術者へその原

因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。 

（５）緊急時の対応 

事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確

実に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置するこ

と。また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託

送者と協議のうえ、復旧作業に協力を行うこと。 

（６）協議窓口 

当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設

備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を

得た場合はこの限りではない。 

 

５ 特記事項等 

（１）使用電力量の増減予定 

当該契約期間内において、当初予定している使用電力量が大幅増減する予定はない。 

（２）計画的な設備改修の予定 

当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う

工事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、

その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。 

（３）施設の全体停電予定 

自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年 1 回、休業日の 9 時頃から 17 時頃ま

での間、施設全体停電を行う予定である。（託送者区分開閉器の開閉を伴う作業） 



学校別 小計 合計

別添資料―１

需給地点電気主任技術者 受電方式

設備
容量
（kＶ
Ａ）

蓄熱設備 発電設備 ｱﾝｼﾗﾘｰ
ｻｰﾋﾞｽ
料金
対象
容量

行政区 対象建物 電気方式 標準電圧
（V）

計量電圧
（V）

標準
周波数
（Hz）

計量日需要場所

予定使用電力量
（kWh）

契約電力

蓄熱設備
容量

蓄熱専用
計量装置の
計量電圧

常時電力
（kW）
（年間
最大値）

予備電力
（kW）非常用発電設備 常用発電設備

洛央小学校 京都市下京区仏光寺西町３４５－１ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

820 なし なし なし なし なし 1日 247 なし 347,673 引き込み

下京渉成小学校 京都市下京区皆山町４３８－１ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

250 なし なし なし なし なし 1日 81 なし 145,321 引き込み

下京雅小学校 下京区醒ケ井通松原下る篠屋町59 ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

750 なし なし ディーゼル機関発電装置
（220V，90ｋVA）

太陽光発電
（25ｋW）

なし 18日 159 なし 198,153 引き込み

梅小路小学校 京都市下京区観喜寺町３ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

300 なし なし なし なし なし 1日 111 なし 121,891 引き込み

光徳小学校 京都市下京区中堂寺坊城町２６－１ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

275 なし なし なし なし なし 1日 96 なし 143,858 引き込み

七条小学校 京都市下京区西七条石井町６１ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

105 なし なし なし なし なし 1日 72 なし 125,413 引き込み

西大路小学校 京都市下京区七条御所ノ内西町７１
－１

㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

200 なし なし なし 太陽光発電
（10ｋW）

なし 1日 48 なし 77,011 引き込み

七条第三小学校 京都市下京区西七条西石ヶ坪町５ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電 225 なし なし なし 太陽光発電

（15ｋW）
なし 1日 108 なし 142,485 引き込み

元有隣小学校 京都市下京区富小路通五条上る本神
明町４１１

㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

150 なし なし エンジン発電機
3φ3w220V25kVA なし なし 16日 119 なし 105,777 引き込み

洛友中学校 京都市下京区綾大宮町５１－２ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

280 なし なし なし なし なし 1日 95 なし 111,120 引き込み

下京中学校 京都市下京区蛭子町１２０－１ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

350 なし なし ディーゼル機関発電装置
3φ4w220V150kVA

太陽光発電
(20ｋW)
風力(1ｋW)
燃料電池(1ｋ

W)

あり
1ｋW

1日 122 なし 344,393 引き込み

下京中学校（元成徳中） 京都市下京区繁昌町２９０ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

225 なし なし なし なし なし 1日 84 なし 85,717 引き込み

七条中学校 京都市下京区西七条御領町３２ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

350 なし なし なし なし なし 1日 123 なし 158,398 引き込み

東山泉小中学校（西学舎） 京都市東山区下池田町５２７ 棧敷電気設備管理事務所 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

500 なし なし ディーゼル機関発電装置
220V，150kVA なし なし 1日 119 なし 283,893 引き込み

東山泉小中学校（東学舎） 京都市東山区泉涌寺山内町５ 湯口電気設備管理事務所 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

300 なし なし なし 太陽光発電
（3ｋW）

なし 1日 137 なし 155,025 引き込み

開睛小中学校 京都市東山区多門町１５５ ㈱関西シーケンス管理 交流3相
3線式

6,000 6,000 60 １回線
受電

650 なし なし ディーゼル機関発電装置
V220，200kVA

太陽光発電
（3ｋW）

なし 1日 177 なし 341,863 引き込み

下京
東山
(16)

1,480,409

2,887,991

1,407,582



行政区 対象建物

洛央小学校

下京渉成小学校

下京雅小学校

梅小路小学校

光徳小学校

七条小学校

西大路小学校

七条第三小学校

元有隣小学校

洛友中学校

下京中学校

下京中学校（元成徳中）

七条中学校

東山泉小中学校（西学舎）

東山泉小中学校（東学舎）

開睛小中学校

下京
東山
(16)

5 5 5

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

年度の実績値）

最大電力
別添資料―２

月ごとの使用量
（令和 年度の実績値） （令和

契約電力
（令和 年度の実績値）

18,149 23,678 36,947 42,022 29,254 40,448 27,836 23,753 24,688 27,437 27,443 26,018 137 163 202 202 197 219 169 133 161 167 161 159 247 247 247 247 247 219 219 219 219 219 219 219

10,658 12,541 15,592 15,173 8,306 14,177 13,159 12,541 11,829 10,708 10,841 9,796 62 67 74 79 74 78 63 65 64 56 53 50 81 81 80 80 80 80 80 80 80 79 79 79

10,107 12,890 14,433 23,374 12,980 21,099 16,743 13,712 14,969 16,278 22,963 18,605 58 60 74 130 119 142 131 68 91 129 124 119 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 142 142

6,067 7,560 12,681 15,950 8,899 14,165 8,151 7,556 9,240 11,406 10,992 9,224 44 51 81 101 103 111 57 43 72 89 81 69 111 111 111 101 103 111 111 111 111 111 111 111

9,616 10,771 15,329 15,286 9,904 15,428 11,611 11,315 11,849 11,423 11,219 10,107 56 62 79 82 96 84 59 69 76 76 74 64 94 94 94 94 96 96 96 96 96 96 96 96

8,230 9,677 12,275 12,700 8,706 12,887 10,197 9,646 9,382 10,665 11,050 9,998 46 50 66 70 68 68 53 51 57 64 67 62 72 72 72 70 70 70 70 70 70 70 70 70

4,564 5,432 7,090 7,764 5,749 8,099 5,983 5,939 6,049 6,928 7,177 6,237 29 31 42 47 43 44 37 35 41 43 43 41 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47

7,650 9,839 13,564 17,171 11,256 17,005 10,396 10,547 10,678 12,515 11,518 10,346 55 64 94 106 108 103 62 59 73 93 84 75 87 87 94 106 108 108 108 108 108 108 108 108

6,878 5,006 8,040 8,794 4,411 11,903 10,002 5,892 11,311 8,826 16,125 8,589 33 25 44 67 29 88 85 45 72 103 93 80 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 103 103

7,463 7,823 9,006 11,492 9,188 13,226 8,170 7,909 8,494 9,841 9,950 8,558 34 37 60 80 77 86 40 43 51 58 60 50 95 95 77 80 80 86 86 86 86 86 86 86

24,281 25,924 29,122 30,039 27,170 36,804 28,545 26,996 29,098 30,139 29,290 26,985 92 89 97 114 105 122 93 98 107 108 104 106 103 102 102 114 114 122 122 122 122 122 122 122

5,536 5,780 6,283 9,229 7,641 7,111 5,605 6,287 7,309 8,827 8,420 7,689 32 39 48 64 55 56 32 44 69 75 76 77 84 84 84 84 84 84 84 84 82 81 76 77

10,512 10,877 13,776 17,484 12,637 18,130 10,982 10,581 11,873 14,783 14,235 12,528 47 48 89 123 113 104 50 61 70 85 94 85 109 109 109 123 123 123 123 123 123 123 123 123

22,935 25,003 25,725 25,709 22,495 26,106 22,235 22,118 21,658 23,486 23,514 22,909 88 91 91 92 94 99 79 81 90 100 98 100 119 119 119 119 119 119 119 119 119 113 100 100

8,162 8,852 12,704 17,676 14,177 16,552 9,212 10,699 13,435 15,645 14,852 13,059 38 38 81 102 107 96 48 65 93 104 95 102 137 137 137 127 127 127 127 127 127 120 107 107

23,500 25,933 28,632 31,873 26,640 36,174 30,618 28,657 26,737 28,617 28,494 25,988 104 109 125 153 135 147 119 113 117 129 123 121 177 177 177 177 177 177 177 177 163 155 153 153



行政区 対象建物

洛央小学校

下京渉成小学校

下京雅小学校

梅小路小学校

光徳小学校

七条小学校

西大路小学校

七条第三小学校

元有隣小学校

洛友中学校

下京中学校

下京中学校（元成徳中）

七条中学校

東山泉小中学校（西学舎）

東山泉小中学校（東学舎）

開睛小中学校

下京
東山
(16)

5

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均力率

力率（％）
年度の実績値）

別添資料―３

（令和

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


